
「在留カード」の主な記載内容

在留期間（満了日）

在留カードは，正規に我が国に中長期間在留する外国人の方に交付されます。
具体的には，次の①～⑥にあてはまらない人です。

①「３月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された，台湾日本関係協会の本邦の事務
所（台北駐日経済文化代表処等）若しくは駐日パレスチナ総代表部の職
員又はその家族の方、デジタルノマド又はその配偶者・子

⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

「特別永住者証明書」

特別永住者証明書には有効期間があります。ご確認ください。

有効期間

一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期間となりますが，表面の在留期間の満了日までに，在留資
格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合には，その旨が在留カードの裏面に記載され，当該申請に対する
処分がなされない限り，表面の在留期間の満了日から2か月を経過する日まで有効となります。

変更があった場合には
裏面に記載されます。

住居地

在留資格

在留資格のない方には
カードは交付されませ
ん。

在留カードには有効期間があります。ご確認ください。（注）

有効期間

就労制限の有無

在留カード番号が失効
していないかを調べる
ことができます。
（詳細は裏面へ）

在留カード番号

在留カードの有効期間
の満了日が16歳の誕生
日又はその前日までと
なっているカードには
写真は表示されません。

顔写真

在留期間中は（満了日
まで）本邦に在留する
ことができます。

特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

特別永住者証明書番号が失効していないかを調べること
ができます。（詳細は裏面へ）

特別永住者証明書番号

（裏面）

（表面）

２０１９年３月３１日
までに交付された在留
カードでは，「法務大
臣」と記載されていま
す。

交付者

２０１９年３月３１日までに交付された特別永住者証明
書では，「法務大臣」と記載されています。

交付者


